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本町の財政状況は、財政調整基金の残高が約15億円となるなど、近年、比較的安定して
いる状況です。しかしながら、これまで減少を続けていた公債費は、情報通信基盤整備や
災害復旧などの地方債元金償還が本格化することから、今後は増加に転じていくことにな
るほか、南阿蘇鉄道の上下分離や高森駅周辺再開発に係る経費など、今後も多くの費用が
発生することが見込まれます。
また、新型コロナウイルス感染症の継続的な予防対策や天災等にも迅速に対応するため、

今後もスピード感を持って各施策に取り組んでいく必要があります。
そのため、国・県補助事業に町施策をリンクさせ、一般財源の効果的な活用を考慮しな

がら予算編成にあたりました。また、ふるさと納税制度の更なる活用や、税及び料の適正
な徴収により自主財源を確保することで、限られた財源の中で最大限の効果が発揮できる
よう予算編成を行いました。

（主な増額要因）
ふるさと納税事業、地域おこし協力隊関係等

1 当初予算の編成にあたって

Ｒ２年度当初予算
５１億２００万円

Ｒ３年度当初予算
５３億２，４００万円

＋２億２，２００万円



２ 一般会計歳入内訳
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町税 繰入金 寄附金 その他 地方交付税

県支出金 国庫支出金 町債 譲与税等

自主財
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〇自主財源 ふるさと納税活用事業を充実させるため、
基金繰入金が大きく増額している。

〇依存財源 町債は、防災無線整備事業などの減額により
大きく減額している。

款 金額 構成比

町税 513,016 9.6%

繰入金 461,368 8.7%

寄附金 400,950 7.5%

使用料及び手数料 83,948 1.6%

繰越金 80,000 1.5%

諸収入 24,431 0.5%

分担金及び負担金 21,001 0.4%

小計 1,584,714 29.8%

地方交付税 2,360,000 44.3%

県支出金 492,832 9.3%

国庫支出金 385,020 7.2%

町債 258,600 4.9%

地方消費税交付金 124,000 2.3%

地方譲与税 91,500 1.7%

財産収入 13,534 0.3%

環境性能割交付金 4,000 0.1%

地方特例交付金 3,500 0.1%

ゴルフ場利用税交付金 2,500 0.0%

配当割交付金 1,200 0.0%

法人事業税交付金 1,000 0.0%

交通安全対策交付金 700 0.0%

株式譲渡所得割 650 0.0%

利子割交付金 250 0.0%

小計 3,739,286 70.2%

合　計 5,324,000 100.0%

自主財源

依存財源



３ 一般会計歳出（目的別）

総務費, 27.8%

民生費, 25.8%

公債費, 9.3%

教育費, 8.4%

農林水産業

費, 6.6%

衛生費, 5.1%

諸支出金, 
4.7%

土木費, 4.5%

消防費, 3.9%
商工費, 2.6%

議会費, 1.2%

○総務費 ふるさと納税や地域おこし協力隊に係る経費などで
約3億円増額している。

〇民生費 就学前教育や福祉サービス、国保・介護等の社会保障
経費であり、歳出の1/4を占める経費。
（今後も上がっていく見込み）

款 金額 構成比

議会費 64,167 1.2%

総務費 1,477,734 27.8%

民生費 1,373,123 25.8%

衛生費 273,395 5.1%

農林水産業費 353,532 6.6%

商工費 136,145 2.6%

土木費 237,831 4.5%

消防費 206,355 3.9%

教育費 449,252 8.4%

災害復旧費 45 0.0%

公債費 492,563 9.3%

諸支出金 249,858 4.7%

予備費 10,000 0.1%

合　計 5,324,000 100.0%



４ 一般会計歳出（性質別）

〇人件費、公債費、扶助費の義務的経費は41.6％を占めている。
〇投資的経費はデジタル防災行政無線整備事業の完了により、
大きく減額している。

〇物件費はふるさと納税費等により微増している。

人件費, 20.4%

公債費, 9.3%

扶助費, 11.9%

普通建設

事業費, 6.7%

物件費, 21.3%

維持補修費, 1.4%

補助費等, 14.8%

積立金, 5.1%

繰出金, 8.8%

義務的

経費, 
41.6%

投資的

経費, 
6.7%

その他, 
51.7%

金額 構成比

1,086,525 20.4%

492,563 9.3%

635,906 11.9%

補助事業費 168,078 3.2%

単独事業費 他 185,381 3.5%

45 0.0%

1,135,186 21.3%

73,385 1.4%

787,598 14.8%

269,858 5.1%

11,440 0.2%

468,035 8.8%

10,000 0.1%

5,324,000 100.0%

性質別区別
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合　計
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災害復旧事業費

扶助費

公債費

人件費

繰出金

予備費

貸付金



５ 町債残高の推移（臨財債除く）

町債（臨時財政対策債を除く）残高は、平成23年度以降、概ね横ばいで推移して
います。今後、町道整備事業やデジタル防災行政無線整備により増加に転じる見込
みとなっております。町債残高に注意しつつ、交付税措置の大きな地方債を貴重な
財源と捉え、効果的に活用してまいります。
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【単位：億円】



６ 財政調整基金残高の推移
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財政調整基金残高は平成27年以降、14億円を超える高い水準で推移しています。
今後、突発的災害対応分（5億程度）を確保しつつ、将来を見据えながら有効に活用する
必要があります。経常的経費を可能な限り削減し、メリハリをつけた政策的経費への配分
が必要となります。

【単位：億円】

（見込み）



７ 引上げ分の地方消費税充当経費

事業名 事業費

財源内訳

特定財源 一般財源

国県支出金 地方債 その他
※引上げ分の
地方消費税

その他

社会
福祉

障害福祉費 ２７０，５６６ １８５，４２９ ０ ９，９０５ １２，９５３ ６２，２７９

老人福祉費 １１５，３８０ ３６ ０ ６，２２４ ５，５２４ １０３，５９６

児童福祉総務費 １０，１０２ ２，５８１ ０ １ ４８４ ７，０３６

児童措置費 ８６，３６０ ７２，９３６ ０ ４，１３５ ９，２８９

子ども・ひとり親医療福祉費 １９，０７４ １，８４２ ０ ９１３ １６，３１９

児童福祉施設費 ２５７，９９４ １４０，２９９ ０ ３，７８６ １２，３５２ １０１，５５７

小 計 ７５９，４７６ ４０３，１２３ ０ １９，９１６ ３６，３６１ ３００，０７６

社会
保険

介護保険事業費 １７６，４４３ １４，０６５ ０ ８，４４７ １５３，９３１

後期高齢者医療事業費 １５４，２４１ ２５，６９９ ０ ７，３８４ １２１，１５８

国民健康保険事業費 １１２，４３６ ３８，８５９ ０ ５，３８３ ６８，１９４

小 計 ４４３，１２０ ７８，６２３ ０ ２１，２１４ ３４３，２８３

保険
衛生

予防費 ２０，２７２ ３４１ ０ ９７１ １８，９６０

健康増進事業費 １３，９６９ １，１２９ ０ ６６９ １２，１７１

母子保健費 １６，４１２ ６，６５０ ０ ８２６ ７８６ ８，１５０

小 計 ５０，６５３ ８，１２０ ０ ８２６ ２，４２６ ３９，２８１

合 計 １，２５３，２４９ ４８９，８６６ ０ ２０，７４２ ６０，００１ ６８２，６４０

【単位：千円】

※引上げ分の地方消費税（社会保障財源化分の市町村交付金）

平成２６年４月に５％から８％に引き上げられた消費税引上げ分（３％）は、各自治体の社会保障施策の財源に充てる
こととされています。なお、令和元年１０月に消費税率10％となった分も同様に取り扱います。
令和３年度当初予算の状況について、以下のとおりお知らせします。

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 60,000千円
（歳出） 社会保障施策に要する経費 1,253,249千円



８ 入湯税の使途状況について

事業名 事業費

財源内訳

特定財源

一般財源国県
支出金

地方債
その他

諸収入 入湯税

観光費 ３４，６６１ １，８５５ ０ ５，２５０ ２，１６０ ２５，３９６

【単位：千円】

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な

施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備含む。）に要する費用に充てる目的税である

（地方税法第７０１条）ことから、その趣旨を踏まえ、入湯税の具体的事業費への充当に

ついて、その使途を明確にすることとされています。（地方税法第７０１条）

高森町では、令和３年度に収入を見込んでいる入湯税を、以下のとおり充当予定です。


